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公安委員会指定

【お問い合わせ】　区画下水道課 庶務普及班　☎ ８８９－２５０８　FAX ８８９－７６５７

沖縄県下水道マンホールスタンプラリー2019

を開催します！！
　９月10日の「下水道の日」イベントとして、下水道の普及啓発を図る目的とし、沖縄県と20
市町村によりマンホールスタンプラリーを開催します。
　各市町村のデザインマンホールのスタンプを21箇所に設置しています。集めたスタンプ
数に応じて、オリジナルグッズを先着または抽選でプレゼントします。全部集めて応募すると、
本物のマンホールが抽選で当たるかもしれません！

下水道の使用料改定のお知らせ！！ ※農業集落排水も含みます。

改定後と改定前の下水道（農業集落排水）使用料比較表

令和元年 10 月１日からの「消費税及び地方消費税の税率 10％への引き上げ」に伴い、下水
道使用料の改定を行います。　新料金へは 10 月使用分から適用となります。
ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いします。
なお、改定の内容は下記のとおりです。

新（改定後） 旧（改定前）
基本料金 　１０㎥まで 572 561

　１０㎥超え、３０㎥まで 77 75
　３０㎥超え、５０㎥まで 88 86
　５０㎥超え、１００㎥まで 104 102
　１００㎥超え、３００㎥まで 132 129
　３００㎥超え、５００㎥まで 159 156
　５００㎥超えるもの 165 162

水　量　等

一般汚水
１㎥につき従量

（単位：円、消費税込み）

一年を通して、短い時間に多くの雨が降るのは８月から10月の台風シーズンです。
中でも９月10日は立春から数えてほぼ220日目にあたり、昔は二百二十日（にひゃくはつか）と
呼ばれ、大きな台風が来る日とされていました。大雨に備える特別な日のひとつだったのです。
この台風シーズン中の特別な日が下水道の「雨水の排除」という役割となじみがあるというこ
とで、９月１０日が「下水道の日」と定められたのです。

実施期間　令和元年７月12日（金）～８月31日（土）
設置場所　南風原町役場　１F　自動交付機近く

☆なぜ

９月１０日が

　「下水道の
日」？

令和元年度 南風原町職員採用候補者試験南風原町職員採用候補者試験

幼稚園教諭職かつ保育士職の｢教養試験｣を廃止しました。
すべての職種について、第二次試験の｢事務適性検査｣を廃止しました。

（ただし、行政職については、第一次試験に性格特性検査を新たに導入します。）
建築職においては、教養試験、専門試験、事務適性検査がありませんので、
特別な公務員試験対策をしていない方でも受験しやすい内容となっています。

【お問い合わせ】　総務課 ☎889-4415

 1．試験区分・採用予定人数及び受験資格

 2．試験日・場所（第一次試験）
 ●試験日／令和元年 9 月 22 日（日）
 ●場所／南風原町立中央公民館

 ３．申込書交付・受付期間等
 ●交付・受付期間／令和元年7月25日（木）～令和元年8月13日（火）
 ●交付・受付場所／南風原町役場　3階　総務部総務課
 ※試験案内・申込書は南風原町ホームページからダウンロードできます。４．申込方法

 役場総務課で直接、又は郵送でお申込みください。受験票を交付します。
 ●郵送の場合は、令和元年 8 月 13 日（火）までの消印が有効です。
 ●メールでの申込・受付は行いません。

職種・試験区分 採用予定人数 受 験 資 格

行
　
　政
　
　職

上級行政

中級行政

初級行政

若干名

若干名

若干名

若干名

ア　平成2年4月2日以後出生した者。
イ　学校教育法に基づく4年制大学を卒業した者、若しくは令和2年3月31日までに卒業見込みの者、

又はこれと同等以上の学力があると認められる者。
※イの該当者は「中級行政」及び「初級行政」は受験できません。

ア　平成2年4月2日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく短期大学､高等専門学校を卒業した者、若しくは令和2年3月31

日までに卒業見込みの者、又はこれと同等の資格があると認められる者。
※イの該当者は「上級行政」及び「初級行政」は受験できません。

ア　平成2年4月2日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく高等学校を卒業した者、若しくは令和2年3月31日までに卒業

見込みの者。
※イの該当者は「上級行政」及び「中級行政」は受験できません。

ア　昭和59年4月2日以後出生した者。
イ　学校教育法に基づく4年制大学を卒業し（令和2年3月31日までに卒業見込みの者を含む。。）、

建築に関する専門課程を履修した者、又は令和元年8月1日現在で、建築士（1級又は2級）、１級
建築施工管理技士、２級建築施工管理技士（全ての分野）のいずれかの資格を有する者。

ア　昭和59年4月2日以後出生した者。
イ　学校教育法に基づく大学等（短期大学を含む。）で民俗学に関する専攻課程を履修し卒業した

者（令和2年3月31日までに卒業見込みの者を含む。）で学芸員資格を有する者（令和2年3月31
日までに取得見込みの者を含む。）。

ア　昭和59年4月2日以後出生した者。
イ　幼稚園教諭免許かつ保育士資格取得者（令和2年3月31日までに両免許取得見込みの者を含

む。）。

建築職

学芸員職

幼稚園教諭職
かつ保育士職

詳しくは、試験案内をご確認いただくか総務課までお問い合わせください。

試験内容に関するお知らせ
その 1. 
その 2. 

その 3. 


